
​令和８年度大通交流拠点地下広場行政施設等設備保守点検業務​

​仕様書​

​１　適用​

​　　本仕様書は、大通交流拠点地下広場行政施設並びに地下鉄南北線大通駅・出口​

​５階段及び歩行空間部分の施設・設備の点検、整備、運転等からなる保守管理業​

​務の委託に係る仕様を定めるものである。なお、本仕様書に規定しない建築保全​

​業務全般に係る技術基準については、国土交通省大臣官房官庁営繕部「建築保全​

​業務共通仕様書」令和５年版を参考とする。​

​２　履行期間​

​　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで​

​３　業務の履行場所​

​　大通交流拠点地下広場行政施設並びに地下鉄南北線大通駅・出口５階段及び歩​

​行空間部分​

​※受託者が使用可能な事務室・休憩室なし​

​４　対象施設等の概要​

​　(1) 所在地等​

​　　　所在地：札幌市中央区大通西４丁目（地下）​

​　　　竣工日：平成27年１月26日​

​　　　延床面積：830.81㎡​

​　(2) 関係参考資料​

​　・各図面（別紙１）　※現況と異なる場合は現況のとおりとする。​

​　・開所時間等一覧（別紙２）​

​　・設備一覧（別紙３）　※現況と異なる場合は現況のとおりとする。　​

​５　業務内容​

​(1) 保守点検項目（別紙４）​

​　　ア　換気設備保守点検​

​　　イ　空調設備保守点検​

​　　ウ　給排水設備保守点検​

​　　エ　電気設備保守点検​

​　　オ　防災設備保守点検​

​　　カ　屋内消火栓設備保守点検​

​　　キ　スプリンクラー設備保守点検​

​　　ク　その他​
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​(2) 保守点検業務の内容​

​　　ア　日間点検​

​　　　　運転状態の機器、設備及び建築物、構内施設について、異常の有無、兆候​

​を発見するため、原則として毎日点検を行うこと。主として目視、触感、計​

​器の指示値等による確認、調整、記録等を行うこと。​

​　　　　原則、各行政施設の開所時間内に行うこととするが、各行政施設の業務に​

​影響を及ぼす作業については、委託者と協議の上、開所時間外に行うこと。​

​　　イ　月間点検・年間点検​

​　　　　機器、設備が正常であることの確認及び機能の予防保全を目的に、月、年​

​等の期間を定めて点検を行うこと。主として稼動確認、調整、清掃、記録等​

​を行うこと。​

​　　　　原則、各行政施設の開所時間外に行うこととするが、委託者と協議のう​

​え、開所時間内の作業を行うことができる。​

​　　ウ　故障対応（随時）​

​　　　(ｱ) 軽微な故障対応​

​日常点検、定期点検の結果、異常を確認した箇所や、委託者から不具合​

​の連絡があった故障のうち、受託者において修理が可能な場合は、必要な​

​措置を講じる等の対応を行うこと。​

​　　　(ｲ) メーカー対応を必要とする故障対応​

​メーカー対応を必要とする故障が発生した場合は、受託者において、可​

​能な限りの応急措置を行い、速やかに委託者に報告すること。また、メー​

​カーの故障対応に当たっては、委託者と協議のうえ、メーカー技術者等の​

​点検調査、復旧又は修繕に協力すること。​

​　　エ　その他​

​(ｱ) 必要に応じて簡易な配管、配線修理、部品交換を伴う各種設備・機器の​

​　整備を行うこと。​

​(ｲ) 委託者または委託者が許可する者が実施する当該施設における各種点　​

​　検・工事等の立ち合いを行うこと。​

​(ｳ) 委託者と協議のうえ、上記(ｱ)、(ｲ)に付随する業務を行うこと。​

​(3) 記録及び報告​

​　受託者は、本仕様書に定める保守点検業務を行った結果を記録、報告するこ​

​と。なお、緊急を要するものについては直ちに記録、報告するものとする。​

​６　保守用機器及び補修用材料​

​　(1) 計器・工具類​

​　受託者は、日常の保守管理や点検整備・補修に必要な計器及び工具類を常備​

​すること。​

​(2) 補修用資材・部品​
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​　 　　修理に使用する資材や部品は、原則として委託者より支給する。ただし、５​

​-(2)-ウに定める軽微な故障対応及び応急措置に使用する消耗品類並びに定期​

​交換部品は、受託者の負担により手配すること。​

​７　管理体制​

​(1) 業務責任者​

​ア　業務遂行を指揮監督する業務責任者を選任し、業務開始前に委託者へ届け​

​出ること。​

​イ　業務遂行に当たり、業務責任者が不在又は事故のあるときは、代行者を業​

​務従事者の中から選任すること。​

​　(2) 連絡、報告及び調整​

​　連絡、報告及び調整に係る体制を定め、業務開始前に委託者へ届け出るこ​

​と。​

​　(3) 資格一覧​

​　業務の遂行に当たっては、保守点検設備やその内容に応じて、次の資格を有​

​する者を従事させること。​

​ア　電気工事士(第２種以上)​

​イ　消防設備士又は消防設備点検資格者​

​ウ　建築物環境衛生管理技術者​

​エ　１種消防設備点検資格者​

​オ　２種消防設備点検資格者​

​カ　乙種第４類危険物取扱者​

​キ　防火対象物点検資格者​

​ク　第１種酸素欠乏危険作業主任者​

​ケ　冷媒フロン類取扱技術者​

​８　提出書類​

​(1) 契約時​

​　 　　契約後、速やかに下記の書類を提出すること。また、内容に変更のあった場​

​合は直ちに変更届を提出すること。（いずれも様式任意）​

​　　ア　業務主任等選任通知書​

​　　イ　業務管理体制表（会社組織系統）​

​　　ウ　安全衛生管理体制表​

​　　エ　緊急連絡体制表​

​　　オ　業務従事者名簿（資格一覧）​

​　　カ　業務工程表（計画書）​

​(2)　その他​

​　　ア　完了届​
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​　　　　３か月ごと（４～６月、７～９月、10～12月、１～３月）に提出するこ​

​と。​

​　　イ　設備点検保守日誌（様式１）及び資材・消耗品在庫管理表（別紙５）​

​　　　　毎月の業務完了後に提出すること。なお、月の途中であっても設備点検保​

​守日誌は閲覧可能な状態としておくこと。​

​　　ウ　故障対応等報告（様式任意）​

​　　　　随時​

​９　法令順守​

​　　業務の履行に当たっては本仕様書のほか、関係法令等を遵守すること。​

​(1) 電気事業法​

​(2) 水道法​

​(3) 下水道法​

​(4) 消防法​

​(5) 建築基準法​

​(6) 危険物の規制に関する政令規則​

​(7) 労働基準法​

​(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律​

​(9) 大気汚染防止法​

​(10) 電気設備に関する技術基準及び内線規定​

​(11) 酸素欠乏症防止規則​

​(12) フロン排出抑制法​

​(13) その他関連規則等​

​10　委託代金の支払​

​　　完了届の提出の後、委託者の検査終了後に支払う。（計４回）​

​11　その他特記事項​

​(1) 従事者の技術の向上と対象施設の把握のための教育に努めること。​

​(2) 従事者の安全衛生教育を行うとともに、従事者の事故防止に努めること。​

​(3) 従事者の業務内容及び健康状態を把握し指揮監督すること。また、従事者に​

​名札等の身分証明を携帯させること。​

​(4) 施設への入室時に必要となる電子キーの暗証番号については、必要最小人数​

​の従事者のみに周知し、受託者の責任において、情報漏えいのないよう従事者​

​に対し指導を徹底すること。また、本業務に必要となる鍵を契約後に貸与する​

​ので、受託者の責任において、管理を徹底すること。​

​(5) 大型の物資等を搬入・搬出する際には、大通駅の施設管理者である交通局と​

​の協議が必要となる場合があるため、事前に委託者と協議すること。​
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​(6) 塗料等を使用する場合、揮発性有機化合物６物質（ホルムアルデヒド、トル​

​エン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン）を含ま​

​ないものを使用すること。​

​(7) 事故等が発生した場合は、速やかに委託者に報告すること。また、受託者の​

​過失により発生した事故及び故障等については、全て受託者が責任を負うこ​

​と。​

​(8) 履行場所が市民の利便性を高めるサービス施設であることを自覚し、市民の​

​満足度を高めるよう努めること。​

​(9) 本業務で知り得た館内の情報については、みだりに口外することのないよう​

​留意すること。​

​(10) 業務実施期間の終期に先立ち、委託者から指示があった場合は、委託者の指​

​示する者に対して実務研修を行い、業務を遂行するために必要な技術、技能を​

​継承したのち、業務を引継ぐこと。​

​(11) 本仕様書に記載がない事項及び疑義が生じた際は、速やかに委託者と協議す​

​ること。​

​12　貸与品​

​　　以下については、業務期間中に限り委託者から貸与する。​

​(1) 竣工図面　一式​

​(2) 取扱説明書　一式​

​(3) 施設入室に必要となる鍵（各１本）​

​13　担当​

​　札幌市市民文化局市民生活部アイヌ施策課​

​　　住所：〒060-8611　札幌市中央区北１条西２丁目　札幌市役所本庁舎13階​

​　　電話：011-211-2277​
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